
 

 

支払日について 

 

 

 

第２補給処十条支処の３月の支払いについては下記の通りとする。  

 

 

記  

 

 

支 払 予 定 日 ：３月２５日（月）  

 

 

 

なお、入金日は、支払予定日以降、数日後となります。  

 

 

ご不明な点等ございましたら、担当まで問い合わせをお願いします。  

 

 

 

 

第２補給処十条支処 調達課 会計班  

TEL 03-3908-5121（内線 7751）担当：大塚 


